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開会 
時  刻 午後３時３０分 

宣 言 者 教育長 

付議事件 

（０件） 

議案番号 件       名 

報告 

（３件） 

市立小中学校児童生徒・学級数推計について 

新潟市立高等学校の入学者選抜の変更について 

平成３０年度使用教科用図書（小学校道徳），平成３０年度使用特別支援教育教
科用図書（一般図書）の調査員の委嘱について 
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開会宣言 

○教育長 午後３時３０分開会を宣言する。 

これより６月教育委員会定例会を開催いたします。 

本日，今のところ報道はございません。なお，会議中に報道関係者より

委員会を撮影及び録音したい旨の申し出がありましたら，これを許可する

ことにご異議ありませんでしょうか。よろしければ，許可することで決定しま

す。 

第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 新潟市教育委員会会議規則第１１条により，会議録署名委員に伊藤委

員及び上田委員を指名します。 

第２ 報告

○教育長  次に，日程第２，報告案件に入ります。市立小中学校児童生徒・学級数

推計について，教育総務課から説明をお願いします。 

○教育総務課長  新潟市立小中学校児童生徒数・学級数推計についてご説明いたしま

す。各小中学校の児童生徒数と通常学級数の今年度の実数と平成 35 年

度までの推計値がまとまりましたので，ご報告いたします。 

 資料の報告１ページをご覧いただきたいと思います。推計値について

は，先日，速報値として委員の皆様方に事前に配付しておりますけれど

も，今回，改めて集計したものをお配りしております。報告１，２ページです

けれども，こちらは推計の概要をまとめた資料です。本日はこの概要版で

ご説明します。 

 報告１ページ，１番目の児童数・生徒数・学級数推計についてです。今

年の市立小中学校の通常学級の児童生徒数は小学生が３万 8,296 人，

中学生が１万 8,679 人で，学級数は小学校が 1,443 学級，中学校が 616

学級です。平成 28 年度と比較しますと，小学生は 248 人の減少，中学生

は 498 人の減少ということです。右側の平成 35 年度の推計では，平成 29

年度と比較しますと，小学生が2,736人減の３万5,560人，中学生が1,090

人減の１万 7,589 人と見込んでおります。 

 次に，２の行政区別児童生徒数推計についてです。こちらのグラフにつ

いては，平成 35 年度までの行政区別の児童生徒数の推計値を表したも

のです。中央区については増加傾向，それから西区，東区，南区につい

てはおおむね横ばいの傾向。それから秋葉区，北区，江南区，西蒲区に

ついては減少傾向という状況が見て取れるかと思います。 

 次に，報告２ページをご覧いただきたいと思います。３の小規模校・大規

模校の推移です。こちらの表については，平成 29 年度と平成 35 年度時

点の小学校，中学校における小規模校，大規模校を一覧にしたもので

す。教育委員会が考えます適正規模としましては，記載のとおり，小学校

が12から 24学級，中学校が９から 18学級ということです。この一覧では，

小規模校の内，小学校６学級以下，中学校３学級以下の学校を記載して



４

おります。 

 まず，小学校の大規模校の中において今後さらに大規模化が進行する

ことが見込まれる主な小学校としては，まずは鳥屋野小学校が平成 29 年

度では 30学級ですけれども，右側の平成 35年度を見ていただくと，平成

35 年度には 40 学級となる見込みです。現在，鳥屋野小学校区では地域

の検討会を立ち上げながら大規模化の問題を検討している状況です。平

成 35 年度のその下の新通小学校は，現時点の推計においては平成 35

年度には 31 学級ということで大規模校のままとなっていますけれども，下

の注釈，米印の２に記載のとおり，平成 32 年度に向けて分離新設校の建

設を始めております。平成 32 年度にその分離新設校が開校することによ

り，基本的には大規模化の解消が図られる予定です。それからその下の

上山小学校ですけれども，平成 29 年度は 25 学級ですけれども，昨今の

宅地開発等の影響があり，平成 35 年度には 29学級になる見込みです。

 次に，小学校の小規模校の状況についてです。今年度，複式学級を編

成する学校は笠木小学校，小瀬小学校，笹山小学校，越前小学校の４校

となっております。その内，越前小学校は平成 34 年度に複式学級が解消

する見込みです。一方，笠木小学校，小瀬小学校，新関小学校，笹山小

学校の４校が平成 35 年度において複式学級の見込みで，いずれの学校

も小規模化が進行しているということです。 

 次に，中学校の状況です。上山中学校，内野中学校の大規模化が進行

する見込みです。 

 小規模校については，現在，複式学級を編成する中学校はありません

けれども，中野小屋中学校，岡方中学校，南浜中学校の小規模化が進行

する見込みとなっております。 

 続いて，報告３ページと４ページ，それぞれＡ３判の紙をＺ折りでたたん

でおります。こちらは各小中学校それぞれ学級数別に並べた一覧表で

す。３ページをご覧いただきますと，中央の縦に学級数を記載しておりま

す。それぞれ該当する学級数の学校名について，左側に小学校名，右側

に中学校名を記載しております。ご覧いただいている報告３ページが平成

29 年度の実数，それから４ページが平成 35 年度推計の一覧です。ご確

認いただきたいと思います。 

 それから報告５ページから７ページですけれども，こちらは各小中学校

の個別の児童生徒数と学級数の平成29年度の実数値と平成30年度から

35 年度までの推計値を，行政区順に一覧として資料としています。報告

５，６ページが小学校，７ページが中学校の一覧です。 

 なお，児童生徒数，学級数の推計値の詳細については，市のホームペ

ージでも公表しておりますので，ご確認いただきたいと思います。 

○教育長  ただいまの説明にご意見，ご質問等ございましたら挙手をお願いしま

す。 
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○齋藤委員  6 年後の推計の数値が出ましたけれども，私が教育委員になる前ですか

ら今から 10年くらい前に，適正配置の会議があったと思うのです。ＰＴＡの

方とか校区の代表の方とか，座長が亡くなられた齋藤さんで，それは 6 年

後の推計を，今の推計を見ながら，ここは合併したほうがいいのではない

かとか，自治会としては絶対にだめだとかそういう議論をした会があったの

です。正式名は忘れましたけれども，そういったものは今，設けられている

のですか。 

○教育総務課長  審議会自体は現在は行っておりません。その中で一度答申をいただい

て，その答申を受けて平成23年 10月に基本方針を策定しました。まずは

適正規模のあり方を小学校ですと12から24学級，それから中学校につい

ては９から 18 学級ということでお示ししたということです。それ以降はその

基本方針に基づいて，その適正規模の範囲に，基本的にはすべての小

中学校収まることが望ましいという話と，あとは，小規模，複式学級になっ

たとしても，やはり地域の方々の意見，お話をきちんと聞きながら，その地

域の方々が主体になって考えていただきながら，将来の学校のあり方，統

合したほうがいいのかというところとかもいろいろ検討を順次進めていくうえ

で，我々教育総務課から推計値について情報を，各地域の方々，それか

ら学校のＰＴＡの方々，保護者の方々を集めて，その情報をまずはお話を

していただいて，地域の方々が主体になって考えてもらうということです。

我々教育委員会側からは，まずは情報提供をさせていただいている状況

ということで，あとは地域の方々がいろいろと検討会を立ち上げながら，さ

まざまな議論をしていただいているという状況です。 

○齋藤委員  そういう会議は，今，例えば，地域で要望が出たりしたときには，これまで

もありましたけれども，地区でということですか。 

○教育総務課長  そうです。 

○齋藤委員  分かりました。また 10 年後くらい，されているのかなと思って。 

○伊藤委員  今の齋藤委員の質問に関連して，担当区が変わったわけですが，今の

こういう推計値などでそれぞれの地域でどのように，ホームページに載せ

ているということですが，先々をどのように地域として受け止めているか，課

題があったり，行くと要望が出てくるようなこととか，その辺，何かあれば私

たちもそろえていきたいので，情報があればきちんとその都度各区，中学

校区にきちんとお知らせ，支援センターから教えていただけると思うので

すが，情報をお願いします。 

○教育総務課長  先ほども，例えば，鳥屋野小学校は大規模化が進んでいるので，その地

域で検討会を行っているということで，一応話が進んでいるという状況もあ

ります。今，太田小学校が平成 30 年度に合併するわけですけれども，そ

の次の小規模校の動きも，検討会を立ち上げるような状況になると，やは

り皆様方に検討会の状況も含めて，地域の皆様方がどういう方向性にした

いのかということについて，それは大規模化の検討会もそうですし，小規
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模における検討会も含めて，皆様方にその都度，ペーパー等，情報提供

させていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

○伊藤委員  なぜお話ししたかというと，やはり太田小学校に絵本の読み聞かせに行

っていて，地域としてはけっこう進んだ考えで考えていこうという学校の一

つだったと思うのです。その辺，やはり地域の人のいろいろな気持ち，集

合写真を，航空写真を撮る日のちょうど朝に読み聞かせに行って，白線が

引いてあったり，やはりそれぞれの学校の歴史や文化，ずっと根付いてき

たものがあったり，地域の方が写りに来たりしたと後で聞いたのですが，そ

れはやはり地域のお声を聞くということでもかなり苦慮されるようなテーマ

だと思いましたので，情報交換しながら私たちもミーティングで地域の声を

聞いてきたいと思っています。よろしくお願いします。 

○教育長  ほかにございますか。 

 この件についてはよろしいでしょうか。 

 次に新潟市立高等学校の入学者選抜の変更について，学校支援課か

ら説明をお願いします。 

○学校支援課長  学校支援課です。これから３か年の新潟市立高等学校の入学選抜につ

いてご説明します。 

 報告８ページをご覧ください。これまで，新潟市内の市立高等学校の入

学者選抜は新潟県と同一日に同一の問題を使って実施しておりました。し

かし，新潟市立高等学校入学選抜を新潟市が検査問題を作成し実施す

る方向で県と話し合ってまいりました。それにより，今後何年かかけて新潟

市単独で高等学校の入学選抜が行われるようにしていくことになります。 

 最初に，平成 30 年度の新潟市立高等学校入学者選抜検査についてで

す。これは平成 29 年度に実施するもので，現在の中学校３年生が対象と

なります。１日目の学力検査は，県と同一問題で行います。これまでと同

様に県と同じ問題を使って，万代高等学校では国，社，数，理，英の５教

科を行い，明鏡高等学校では国，数，英の３教科を行うものです。２日目

の万代高等学校の学校独自検査は新潟市が作成し，これまで県立高等

学校で行われてきた筆答検査Ａと内容的に同等の検査を行います。１日

目午後の市立明鏡高等学校の学校独自検査は従来どおり面接を行いま

す。明鏡高等学校の学力検査が３教科のため，１日目の午後に実施でき

ます。 

 また，県と足並みをそろえて，今年度からインフルエンザ罹患者に対す

る措置を講じます。 

 続いて，平成３１年度の市立高等学校入学者選抜検査についてです。

これは現在中学校２年生が対象となり，平成３０年度市立高等学校入学者

選抜検査に準じます。 

 最後に，平成 32 年度市立高等学校入学者選抜検査についてです。こ

れは現在の中学校1年生が対象となります。現段階では２日日程で行い，

１日目は新潟市で作成した学力検査を行うことが決まっていますが，２日
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目の検査内容については，現在，検討中です。また，実施日，検査の方

法については，詳細が決定次第周知いたします。以上のことを６月 15 日

に新潟県内の全中学校に周知いたしました。生徒はもちろん，保護者の

皆さんに混乱が生じないよう進めてまいりたいと考えております。 

○教育長  ただいまの説明にご意見，ご質問等ございましたら挙手をお願いしま

す。 

 ございませんか。それでは，この件については以上とします。 

 次に，平成30年度使用教科用図書（小学校道徳），平成30年度使用特

別支援教育教科用図書（一般図書）の調査員の委嘱については個人情

報を含む個別事案であることから，非公開としたいと思いますが，ご異議ご

ざいませんか。 

 「異議なし」の声 

○教育長  それでは，公開案件の終了後，非公開案件として再開して報告します。

第３ 次回日程

○教育長  次回の日程について説明を求める。 

○教育総務課長  次回の日程につきましては，７月は７月 21 日金曜日午後３時から，８月

は８月 28 日月曜日午後３時半から定例会を予定しております。 

○教育長  それでは，これより定例会を非公開とします。傍聴人，報道の方はご退

席をお願いします。 

 事務局も両教育次長，教育総務課長，学校支援課長及び教育総務課

の事務局を除いて退席をお願いします。 

第４ 閉会

○教育長  以上で，定例会を終了いたします。 

以上，会議のてん末を承認し，署名する。 

署名委員

署名委員


